
【所得制限】

65歳以上75歳未満であっても後期高齢者医療制度に加入している方で、
窓口負担割合が１割～２割の方も含みます。

【対象となる方】
・山形県内に住所がある方
・医療保険に加入している方
・B型またはC型肝炎ウイルスが原因の肝がん・重度肝硬変で入院または
通院治療を受けている方
・肝がん・重度肝硬変の治療研究に同意いただける方
・所得制限：医療保険の自己負担割合・高額療養費の適用区分等が下記に
該当する方
・肝がん・重度肝硬変での入院治療または肝がんの通院治療で、高額療養費
の算定基準額を超えた月が申請月を含む24か月以内に１か月以上ある方
（２か月目から助成対象となります）

肝炎ウイルス（B型・C型）が原因の肝がん・重度肝硬変の医療費について、
助成制度があります。（肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業）

年齢 対象となる方

～69歳 限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額限度額
認定証の適用区分・階層区分等が「エ」または「オ」

70～74歳 医療保険の窓口負担割合が２割

75歳～ 後期高齢者医療制度の窓口負担割合が１割～２割

【助成の内容】
・医療費の自己負担額が高額療養費の基準額を超えた月が対象です
・肝がん・重度肝硬変での入院又は肝がんの外来治療（※）が対象です
（※）外来治療は「分子標的薬を用いた化学療法」、「肝動注化学療法」
又は「粒子線治療」が対象です。

【自己負担上限】
・入院の場合は医療機関窓口での自己負担額が１万円になります。
・外来治療の場合は保健所にて償還払いの手続きを行い、自己負担額が
１万円になります。

B型・C型ウイルスが原因の

肝がん・重度肝硬変医療費助成のご案内
B型・C型ウイルスが原因の

肝がん・重度肝硬変医療費助成のご案内

制度の概要



～69歳 □ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書
□ 臨床調査個人票
□ 患者さんの加入医療保険情報がわかる書類のコピー
□ 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担減額認定証
のコピー等の高額療養費の所得区分がわかるもの

□ 非課税証明書
（被用者保険に加入しており、市町村民税非課税の方のみ）

□ 住民票謄本
□ 医療記録票のコピー
□ 保険者照会に係る同意書
□ 肝炎医療費治療自己負担限度額管理票のコピー
（B型肝炎の核酸アナログ製剤治療について肝炎治療受給者証を
持っている方のみ）

70歳～
74歳

□ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書
□ 臨床調査個人票
□ 患者さんの加入医療保険情報がわかる書類のコピー
□ 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担減額認定証
のコピーの高額療養費の所得区分がわかるもの

□ 患者さん及び世帯全員の市町村民税課税・非課税証明書類
（所得区分が一般の方に限る）

□ 住民票謄本
□ 医療記録票のコピー
□ 保険者照会に係る同意書
□ 肝炎医療費治療自己負担限度額管理票のコピー
（B型肝炎の核酸アナログ製剤治療について肝炎治療受給者証を
持っている方のみ）

75歳～ □ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書
□ 臨床調査個人票
□ 患者さんの加入医療保険情報がわかる書類のコピー
□ 高額療養費の所得区分がわかるもの
□ 患者さん及び世帯全員の市町村民税課税・非課税証明書類
（所得区分が一般の方の限る）

□ 住民票謄本
□ 医療記録票のコピー
□ 保険者照会に係る同意書
□ 肝炎医療費治療自己負担限度額管理票のコピー
（B型肝炎の核酸アナログ製剤治療について肝炎治療受給者証を
持っている方のみ）

申請時の提出書類



医療機関
薬局

県
保健所

患者さん

①支払い
（一部負担金）

通院の場合は、

２割等の一部
負担金を一旦
窓口で支払い
ます。 ③償還払い

（振込み）

②償還請求

【償還払いの流れ】

入院 医療機関の窓口で自己負担額が１万円になります。
窓口では参加者証と医療記録票をご提出ください。

通院 償還払いで自己負担額が１万円になります。
お住いの地域の保健所にて償還払いの手続きを行ってください。
入金は請求した月の翌月月末です。

※通院の場合は、入院とは異なり、医療費を一旦ご負担いただくこと
になりますので、ご注意ください。

【医療費の助成方法】

① 医療機関から制度について紹介または患者さんから主治医に相談
② 医療機関から臨床調査個人票、医療記録票を作成してもらう
③ 臨床調査個人票の同意書に署名し、申請書を作成して、必要書類を準備
④ 保健所へ申請
⑤ 「参加者証」が交付（申請から１か月以上かかります）
⑥ 受診（参加者証、医療記録票を持参）
⑦ 通院の場合は、保健所で償還払い請求（複数月まとめて請求も可）
⑧ 振込（償還払い請求の翌月月末）

償還払い請求に
必要な書類は

お住いの保健所に
お問合せください。

医療費助成の流れ



【更新について】
・参加者証は約１年間有効です。
・その後も医療費助成をご希望の場合は、有効期限内に手続きを行って
ください

【お問い合わせ先】
・お住まいを管轄する保健所（村山・最上・置賜・庄内）
・お手続きに時間を要します。保健所に来所の場合は、平日の９時～16時
にいらしてください。

保健所名 所在地 担当課 電話番号

村山保健所 山形市十日町1-6-6 保健企画課 023-627-1117

最上保健所 新庄市金沢字大道上2034 保健企画課 0233-29-1268

置賜保健所 米沢市金池7-1-50 保健企画課 0238-22-3002

庄内保健所 三川町大字横山字袖東19-1 保健企画課 0235-64-0828

性別

Ａ欄 １割・２割・３割

医療実績記載欄（◇は医療機関記載欄、◆は薬局記載欄）

◇◆ ◇ ◇ ◇ ◇◆ ◇◆

入院・
通院・
調剤日

退院日 特記事
項が
ある
場合
○印

❹

※１

❹

※２ 高額療養
費の区分
（エ・オ
・Ⅰ・Ⅱ
・Ⅲ）

４月３月２月１月９月

年

１１月１０月 ７月６月５月

Ｂ欄

４月 ５月 ６月 ７月
年

８月 ９月 １０月

※１：❸の１月間の累計額がＡ欄①又は②の基準額を超えた場合○印（Ｂ欄には「○入」又は「△入」と記載）

※２：❸の１月間の累計額がＡ欄③の基準額を超えた場合○印（Ｂ欄には「△外」又は「▲外」と記載）

Ｂ欄に記載する
記号等の説明

○：入院が高療基準額を超え、かつ月数要件を満たして事業の助成を受けた場合（現物給付の場合）

△：高療基準額（入院・外来高療基準額）を超えた場合〔上記の場合を除く〕（多数回該当がある高療基準額を超えた場合）

▲：７０歳以上の者が外来に係る高療基準額を超えた場合（多数回該当が無い高療基準額を超えた場合）

※３：❺の１月間の合計額がＡ欄①又は②の基準額を超えた場合Ｂ欄には「○入＋△外」、「○入＋▲外」、「○入＋外」、「△入＋△外」、「△入＋外」、「入＋△外」、「入＋▲外」（※１欄、※２欄に○印が無い場合は「△合算」）のいずれかを記載

肝がん事業の月数要件のカウント方法：Ｂ欄に「○」「△」「▲」が記載されている個数をカウント。（１月に複数ある場合でもカウントは１回。）

保険診療上の多数回該当の判定方法：過去12か月以内の△の数をカウントし、４回目以降から多数回該当。（１月に△入＋△外のように△が２個ある場合でもカウントは１回。）

現物給付（特定疾病給付対象療養）の多数回該当の判定方法：過去12か月以内の○の数をカウントし、４回目以降から多数回該当。（同一の医療機関のカウントが４回目以降である
必要があるため、医療機関ごとにカウントが必要。）

◇◆ ◇◆

❶

関係医療の
医療費総額
（１０割分）

❷

関係医療の
自己負担額
（２割等）
※円単位で

記載

❸

月間累計

(❷の月間累計)

※円単位で
記載

❷

関係医療の
自己負担額
（２割等）
※円単位で

記載

❸

月間累計（❷

の月間累計）
※円単位で

記載

❺

同じ月に入院欄

の❸と通院欄の

❸の記載がある

場合は、その合
計額を記載※３

❻

関係医療の
窓口支払額

年 年
８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

別紙様式第８－１号

患者の方への
お願い

氏名 生年月日

肝がん又は重度肝硬変に係る治療を受けた場合には、この医療記録票を医療機関又は薬局の窓口に忘れずに提示してください。
また、県に償還払いの請求を行う場合は、この医療記録票の写しを請求書に添付して保健所窓口にご提出ください。

①入院
②多数回
該当の場合

③外来高額療養費算定基準額

　年　　　　　月　　　　　日

医療記録票（肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業）

◇◆

医療機関名、保険薬局名

◇

分子標的薬等
に係る治療
（事業対象
医療）の
場合○印

３月 ４月 ５月

入院【現物給付】 通院（薬局含）【償還払い】

◇◆ ◇ ◇ ◇◆ ◇◆

１２月 １月 ２月 ３月１１月

【　　　　　枚目】

保険証の
自己負担割合

７月

８月
年 年

１２月

６月

参加者証と医療記録票は、受診の際や保健所にお手続きの際等、
必ずご持参ください。

【参加者証】
【医療記録票】

その他

医療機関から渡されます

県から送られてきます
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